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吾

物
品
購
入
調
査
室
設
置
規
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(

設
置)

第
一
条

出
納
局
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購
入
調
査
室

(

以
下

｢

調
査
室｣

と
い
う
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を
置
く
。

(

所
掌
事
務)

第
二
条

調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

県
費
単
独
事
業
費
に
よ
る
消
耗
品
の
購
入
に
係
る
予
算
の
執
行
に
係
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
予
算
の
執
行
の
適
正
化
の
た
め
に
必
要
な
改
善
措
置
に
関
す

る
こ
と
。

三

そ
の
他
特
に
知
事
の
命
じ
た
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
係
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

(

調
査
室
の
職
等)

第
三
条

調
査
室
に
室
長
を
置
く
。

２

室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
調
査
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
四
条

調
査
室
に
必
要
に
応
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総
括
副
参
事
、
副
参
事
、
総
括
主
幹
、
主
幹
、
主
査
及
び
そ
の
他

の
職
員
を
置
く
。

２

総
括
副
参
事
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、
上
司
の
命
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調
査
室
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所
掌
事
務
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係
る
特
に
重
要
な
事
項
に
つ
い

て
企
画
、
調
査
及
び
立
案
を
行
う
。

３

副
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事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
調
査
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
企
画
、

調
査
及
び
立
案
を
行
う
。

４

総
括
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
調
査
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
企
画
、
調
査
及
び
立

案
に
当
た
る
。

５

主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
調
査
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

６

主
査
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
な
事
務
を
処
理
す
る
。

７

そ
の
他
の
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
調
査
室
の
事
務
に
従
事
す
る
。
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十
六
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月
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訓
令
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第
二
十
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部
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次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
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中

｢
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Ｔ
Ｅ
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支
援
室
長｣

を

｢

、
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
室
長
及
び
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品
購
入

調
査
室
長｣

に
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め
る
。

(
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森
県
文
書
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扱
規
程
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部
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す
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。
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に
改
め
る
。

｣

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
二
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
出
納
部
の
部
中

｢
を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
三
条
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

物
品
購
入
調
査
班

一

他
の
班
の
実
施
事
項
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。
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こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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